
第２章 避難所の生活ごみとし尿・生活排水処理対策

１ 避難所の生活ごみ

市町村は，各避難所から排出される生活ごみの保管・集積場所・処理方法，処

理体制，収集運搬ルートを検討する。平常時にごみ収集を委託している市町村に

おいては，既定の委託業者が収集を実施できなくなった場合を想定し，複数の委

託業者の所在等をあらかじめ把握し，代替委託業者候補を抽出しておくなどの対

策を検討する。

本計画では，対象とする災害について「鹿児島県地震等災害被害予測調査（H26.

２）」（鹿児島県）に基づく避難所避難者数を用いて，避難所の生活ごみ発生量を

推計した（資料17参照。本計画において対象とする12地震等のうち，県地震等災

害被害予測調査で避難者数が推計されている①鹿児島湾直下～⑪奄美群島太平洋

沖（南部）について推計対象とする。）

避難所の生活ごみ発生量の推計方法等を以下に示す。

避難所の生活ごみ発生量の推計方法

避難所の生活ごみは，避難者数にごみの発生原単位を乗じて推計する。

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-11-1-2

ア 避難所避難者数

避難所避難者数は，被災１日後，被災１週間後，被災１か月後の人数につい

て，市町村別に算出した。

(ｱ) 被災１日後

被災１日後の市町村別避難所避難者数は，⑥に示される市町村別の被災１

日後の避難所避難者数とした。

（ｲ）被災１週間後

被災１週間後の市町村別避難所避難者数は，被災１日後の市町村別避難所

避難者数を基に，全県における避難所避難者数の被災１日後と被災１週間後

の割合により市町村別の人数を推計した。



（ｳ）被災１か月後

被災１か月後の市町村別避難所避難者数は,被災１日後の市町村別避難所

避難者数を基に，全県における避難所避難者数の被災１日後と被災１か月後

の割合により市町村別の人数を推計した。

イ 避難所の生活ごみ排出量の算出

避難所から排出される生活ごみは，以下により算出した（資料17参照）。

なお，本計画では，生活の拠点が避難所へ変わるだけで，避難所から出され

る市町村別の１人１日生活当たりのごみ排出量は変わらないという前提に立っ

ている。

避難所の生活ごみの処理対策

避難所において，生活ごみの分別を行うことは，その後のスムーズな処理へと

つながるため，可能な限り分別を行う。

また，腐敗性廃棄物(生ごみ）やし尿，感染性廃棄物（注射針，血の付着した

ガーゼ）についても，避難所での感染症を防ぐため，分別・管理に努める。

ア 初動時の避難所の生活ごみの分別

初動時には，水，食料，トイレのニーズが高く，水と食料を中心とした支援

物資が避難所に届けられるが，それに伴い，段ボール，ビニール袋，容器包装

等のプラスチック類，生ごみ，し尿等が発生する。衛生状態の確保等からも粗

くてもよいので，段ボールやごみ袋，ラベリング用品（ペン，ガムテープ，紙

等）を使って分別を行う。

イ 応急対応時の避難所の生活ごみの分別



３日程度経過すると救援物資が急速に増える。食料品だけではなく，衣類や

日用品も届き始め，それに伴って段ボールや日用品に伴うごみも発生する。

自治体による生活ごみ等の収集が可能な（再開した）場合は，避難所の生活

ごみも同様に収集が行われることが多い。ただし，状況によっては，資源ごみ

の分別は不可能，全て災害廃棄物として収集する場合がある。収集が再開され

るまでのごみ，さらにその後も資源ごみについては，保管が可能であれば，で

きるだけ避難所で保管する。

ウ 避難所で発生する廃棄物

避難所で発生する廃棄物の種類，その発生源，管理方法について図表37に示

す。

図表37 避難所で発生する廃棄物(例）

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-12

２ し尿・生活排水処理対策

し尿・生活排水処理の問題は，上水道等のインフラ復旧に伴って深刻化すること

が懸念されることから，発災後は，生活圏内の公衆衛生を確保するため，下水道，

浄化槽（みなし浄化槽を含む。），汲み取り便槽，し尿処理施設（汚泥再生処理セ

ンターを含む。）等について，速やかに緊急措置を講ずる必要がある。

災害時のし尿・生活排水の基本的な処理フロー

災害時のし尿・生活排水の基本的な処理フローを図表38に示す。被災により下

水道施設・し尿処理施設等への移送が困難な場合は，状況に応じて適正に保管，

消毒，仮設沈殿池による一次処理，非被災地域及び稼働可能な施設への広域移送

等を行う。



図表38 災害時のし尿・生活排水の基本的な処理フロー

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-20-17

施設別緊急措置の手段及び応急措置の手法と目標水質

下水道，浄化槽（みなし浄化槽を含む。），汲み取り便槽，し尿処理施設（汚

泥再生処理センターを含む。）の４施設について，災害時における緊急措置の目

標及び手段は図表39のとおりである。具体的な手法等については，各省庁によっ

てマニュアル等がまとめられている。

図表39 施設別緊急措置の目標，手段，参考情報



出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-20-17

仮設トイレ等し尿処理対策

被災の初期段階では，断水や避難者の集中によりトイレが不足することから，

多くの仮設トイレが必要になると想定される。

また，上下水道機能の被災により水洗トイレの使用が難しくなるとともに，仮

設トイレが設置されることから，新たなし尿の処理が必要になると想定される。

市町村は，発災初動時のし尿処理に関して，被災者の生活に支障が生じないよ

う，仮設トイレ（簡易トイレ，消臭剤，脱臭剤等を含む。）の備蓄やマンホール

トイレの整備を行い，周辺市町村と協力し，広域的な備蓄体制を確保するととも

に，仮設トイレを備蓄している民間団体とも災害支援協定を締結し，し尿処理体

制を確保する。

なお，仮設トイレの使用方法（水の流し方等）は多種あるため，使用方法の周

知について設置要請時に依頼する必要がある。

３ し尿収集必要量

し尿収集必要量は，仮設トイレを必要とする人数に１人１日平均排出量（し尿）

を乗じたものと非水洗化区域のし尿収集人口の合計に１人１日平均排出量（し尿）

を乗じたものを合算する。

なお，推計に当たっての前提条件や算出方法について以下に示す。



仮設トイレ必要人数

仮設トイレ必要人数を，避難所で仮設トイレを必要とする人数と断水による仮

設トイレ必要人数のそれぞれについて，被災１日後，被災１週間後，被災１か月

後のそれぞれの時期に応じ算出した（資料18参照）。



ア 避難所で仮設トイレを必要とする人数

被災１日後，被災１週間後，被災１か月後の避難所で仮設トイレを必要とす

る人数は，避難所避難者数とし，第２章の１ アにおける避難所の生活ごみ発

生量の算定方法と同様とした。

イ 断水による仮設トイレ必要人数の算出方法

(ｱ) 上水道支障率

上水道支障率を，被災１日後，被災１週間後，被災１か月後について，市

町村別に算出した。

【発災直後】

発災直後の市町村別上水道支障率は，⑧に示される市町村別上水道支障率

とした。

また，市町村別の断水人口は以下の方法により算出した。

【被災１日後】

被災１日後の市町村別上水道支障率は，発災直後の市町村別断水人口を

基に，全県の発災直後の断水人口と被災１日後の断水人口の割合から，

被災１日後の市町村別断水人口を算出し，これと給水人口との割合で求

めるものとした。

【被災１週間後】

被災１週間後の市町村別上水道支障率は，発災直後の市町村別断水人口を

基に，全県の発災直後の断水人口と被災１週間後の断水人口の割合から，

被災１週間後の市町村別断水人口を算出し，これと給水人口との割合で求

めるものとした。



【被災１か月後】

被災１か月後の市町村別上水道支障率は，発災直後の市町村別断水人口を

基に，全県の発災直後の断水人口と被災１か月後の断水人口の割合から，

被災１か月後の市町村別断水人口を算出し，これと給水人口との割合で求

めるものとした。

(ｲ）断水による仮設トイレ必要人数の算出

被災１日後，被災１週間後，被災１か月後の断水による仮設トイレ必要人

数は，それぞれの時期の上水道支障率，避難者数等の推計値を用い，以下のと

おり算出した。

し尿収集必要量の算出結果

仮設トイレ設置等に伴うし尿収集必要量を被災１日後，被災１週間後，被災

１か月後のそれぞれの時期に応じ，以下により算出した（資料18参照）。

なお，し尿収集必要量の全量は，非水洗化区域のし尿収集人口の収集量を合算

したものである。



し尿処理の支援体制

一市町村で大規模災害に対処しうる備蓄を行うことは合理的ではないため，周

辺市町村と協力し，広域的な備蓄体制を確保するとともに，仮設トイレを備蓄し

ている建設業事業者団体，レンタル事業者団体等と災害支援協定を締結し，し尿

処理体制を確保する。

仮設トイレのし尿は，開設後翌日から回収が必要となるため，仮設トイレを設

置する際には，必要な車両の台数と手配先について，支援市町村等からの応援を

含めた収集運搬・処理体制を具体的に検討する。

なお，県では，災害時におけるし尿等の運搬や仮設トイレの供給等のほか，浄

化槽の点検・復旧等に関して関係団体と協定を締結している。



図表40 し尿等関係支援協定の状況

協定の名称 締結先 締結日 協定の概要

災害時におけるし尿及 ・鹿児島県環境整備 H17.3.28 災害発生時におけるし尿，

び浄化槽汚泥の収集運 事業協同組合 浄化槽汚泥の収集運搬及び仮

搬等に関する協定書 ・協同組合鹿児島県 設トイレの設置に関し，必要

環境管理協会 な事項を規定（手続，経費負

担等）

災害時における浄化槽 ・公益財団法人鹿児 H26.3.28 災害時における浄化槽の点

の点検・復旧等に関す 島県環境保全協会 検・復旧等に関する支援を要

る支援協定書 請することについて必要な事

項を定める。



図表41「災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬等に関する協定」

フロー図

図表42 「災害時における浄化槽の点検・復旧等に関する支援協定」

フロー図


